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境
課
に
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

　

既
に
有
効
期
限
が
平
成
21

年
7
月
31
日
ま
で
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
減
額
認
定
証
を

お
持
ち
の
方
で
、
引
き
続
き
減

額
認
定
証
の
交
付
対
象
と
な
る

方（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
）

に
、
７
月
下
旬
に
、
新
し
い
減

額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

新
し
い
減
額
認
定
証
が
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
保
険
証

同
様
、
住
所
や
氏
名
な
ど
の
内

容
を
確
認
の
う
え
、
古
い
減
額

認
定
証
は
間
違
い
を
避
け
る
た

め
必
ず
ご
自
身
で
裁
断
す
る
な

ど
し
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
減
額
認
定
証
の
交
付

に
あ
た
っ
て
は
、
今
年
度
か
ら

減
額
認
定
申
請
書
を
提
出
し
て

い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
次
の
場
合
は
減
額
認
定
申

請
書
の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
市
民
環
境
課
で
申
請

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

減
額
認
定
申
請
の
必
要
な
方

①
「
適
用
区
分
Ⅱ
」
に
該
当
す

る
方
の
う
ち
、
過
去
１
年
間
の

入
院
日
数
が
91
日
以
上
と
な
る

『
長
期
入
院
該
当
』
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
方

②
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け

自
己
負
担
割
合
に
つ
い
て

　

保
険
証
を
更
新
す
る
際
、
平

成
21
年
8
月
1
日
か
ら
平
成

22
年
7
月
31
日
ま
で
の
医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
を
、
平
成

20
年
中
の
収
入
な
ど
に
基
づ
き
、

左
表
の
と
お
り
判
定
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
（
長
寿
医
療
）
制
度

更
新
分
の
保
険
証
は
８
月
１
日
か
ら

※
８
月
１
日
以
降
で
、
判
定
に

係
る
所
得
額
や
世
帯
判
定
対

象
者
の
構
成
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
な
ど
に
は
、
随
時
、
一
部

負
担
金
の
割
合
を
判
定
し
直
し

ま
す
。

　
一
部
負
担
金
の
割
合
に
変
更

が
生
じ
た
場
合
は
、
保
険
証
の

有
効
期
限
内
で
あ
っ
て
も
、
新

し
い
保
険
証
を
交
付
し
ま
す
。

そ
の
際
は
、
古
い
保
険
証
は
絶

対
に
使
用
し
な
い
で
、
市
民
環

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

　

今
年
の
８
月
１
日
か
ら
ご
使

用
い
た
だ
く
後
期
高
齢
者
医
療

（
長
寿
医
療
）
制
度
の
保
険
証

を
、
７
月
22
日
以
降
に
、
住
民

票
に
記
載
さ
れ
た
住
所
に
「
転

送
不
要
」
扱
い
で
郵
送
し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
カ
ー
ド
型

で
、
色
は
オ
レ
ン
ジ
色
か
ら
黄

色
に
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
被

保
険
者
番
号
や
氏
名
な
ど
が
大

き
な
文
字
に
な
り
ま
す
。
有
効

期
限
は
平
成
22
年
７
月
31
日
ま

で
で
す
。

　

新
し
い
保
険
証
が
お
手
元
に

届
き
ま
し
た
ら
、
住
所
・
氏
名

な
ど
の
記
載
内
容
に
誤
り
が
な

い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、

８月１日からの新しい保険証（黄色）

古
い
保
険
証
は
、
間
違
い
を
避

け
る
た
め
、
必
ず
ご
自
身
で
裁

断
す
る
な
ど
し
て
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

◇平成 21年度の住民税課税所得が 145 万円以上
　の被保険者の方と、その方と同一世帯の被保険者
　の方

医療費の自己負担割合
負担割合が「3 割」となる方

◇被保険者全員の平成 21年度の市町村民税課税所
　得が 145 万円未満の方
◇平成 21年度の住民税課税所得が 145 万円以上
　で下記に該当し、「基準収入額の適用申請」をして認
　定された方

負担割合が「１割」となる方

・被保険者複数世帯で被保険者の方の収入合計額が
  520 万円未満の方
・被保険者１名世帯で、自身の収入額が 383 万円未満の方
・被保険者１名世帯で自身の収入額が 383 万円以 上だ
  が、同一世帯の 70 歳から74 歳の方の収入を含めた
  収入合計額が 520 万円未満の方（ ）

『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

 

減
額
認
定
証
』を
更
新
し
ま
す

た
こ
と
が
な
い
方
で
、
は
じ
め

て
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
方
。　
　

○
持
ち
物　

後
期
高
齢
者
医

療
保
険
証
・
印
鑑
・
申
請
さ

れ
る
方
の
身
分
証
明
と
な
る
物

（
免
許
証
な
ど
）、
入
院
日
数
の

わ
か
る
領
収
書
（
長
期
入
院
該

当
申
請
の
場
合
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ

る
「
特
別
徴
収
」
と
、
納
入
通

知
書
に
よ
り
ご
自
分
で
金
融
機

関
に
お
支
払
い
、
も
し
く
は
口

座
振
替
で
お
支
払
い
い
た
だ
く

普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

　

４
月
か
ら
の
「
特
別
徴
収
」

と
な
ら
な
か
っ
た
方
で
保
険
料

が
決
定
し
た
方
に
、「
平
成
21

年
度 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
」
と
併
せ
て

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納

入
通
知
書
」
を
お
送
り
し
ま
し

た
。
現
金
で
お
支
払
い
と
な
る

方
は
、
納
入
通
知
書
に
記
載
さ

れ
て
お
り
ま
す
金
融
機
関
で
納

入
を
お
願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

市
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環
境
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国
保
年
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係
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保
険
料
普
通
徴
収
と
な
る
方
に

納
入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
し
た

国
保
に
加
入
の

70
歳
未
満
の
方
が
対
象

　

入
院
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療

費
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
は
、
そ
の
後
の
申
請
に

よ
り
自
己
負
担
限
度
額
と
の
差

額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
事
前
に
市

役
所
で
手
続
き
を
す
る
こ
と
で

入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払
額
を

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

更
新
手
続
き

　

現
在「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
お
持
ち
の
方
は
、
有
効
期
限

が
７
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
８
月
以
降
も
引
き
続
き
認

定
証
が
必
要
な
方
は
、
忘
れ
ず

に
更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

認
定
証
の
交
付
は
随
時
可
能

入
院
前
に
手
続
き
を

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に

は
、
入
院
前
に
市
役
所
の
国
保

窓
口
へ
申
請
し
て
い
た
だ
き
、

交
付
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
と
「
保
険
証
」
を
医
療

機
関
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

新
た
に
「
限
度
額
適
用
認
定

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
手
続
き
を
！

入
院
時
に
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
を
軽
減

窓口での自己負担限度額支払い手続の順序

①病院で受診し
 　　　入院が決まる

②市役所で手続きし
　認定証の交付を受ける
■手続きに必要な持ち物
①保険証　②印鑑　
③本人確認のできる
　身分証明書
■その他
・手続きは代理の方でも
  かまいません

・国保税の滞納がある世
 帯には、認定証の交付は
 できません

③病院へ入院。認定証
を医療機関に提示し、限
度額までを
支払う

手
続
き
に
必
要
な
も
の

（
更
新
含
む
）

①
保
険
証　
②
印
鑑　
③
交
付

さ
れ
て
い
た「
認
定
証
」　

④
本

人
確
認
の
で
き
る
身
分
証
明
書

現
在
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
末

お
問
い
合
わ
せ
・
申
請
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境
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証
」
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
手
続
き
を
済
ま
せ

て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
の
暮
ら
し
向
き
を
、
家

計
の
所
得
、
消
費
、
資
産
の
3

面
か
ら
総
合
的
に
把
握
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
21
年

全
国
消
費
実
態
調
査
を
実
施
し

ま
す
。

調
査
の
対
象

◇
飯
山
地
区
…
上
倉
区
・
奈
良

沢
区
の
世
帯
か
ら
13
世
帯

◇
外
様
地
区
…
顔
戸
区
・
中
曽

根
区
の
世
帯
か
ら
13
世
帯

調
査
の
期
日　

平
成
21
年
９

月
・
10
月
・
11
月
の
3
か
月
間

そ
の
他

　
調
査
世
帯
確
認
の
た
め
、
7

月
以
降
、
調
査
員
が
お
宅
を
訪

問
し
ま
し
た
ら
、
ご
多
忙
中
恐

れ
入
り
ま
す
が
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

企
画
財
政
課
企
画
調
整
係

☎
�
３
１
１
１ 

内
線
３
９
２

対
象
世
帯
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

平
成
21
年
全
国
消
費
実
態
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
「
使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー
」
は
燃

え
な
い
ご
み
の
日
に
ガ
ス
を
抜

い
て
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
最
近
、
適
切
に
出
さ
れ

て
い
な
い
事
例
が
多
く
見
受
け

ら
れ
ま
す
。使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー

に
ガ
ス
が
残
っ
て
い
る
と
、
処

理
を
す
る
際
に
爆
発
し
作
業
員

が
け
が
を
し
た
り
、
設
備
が
壊

れ
た
り
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す

の
で
、
き
ち
ん
と
ガ
ス
を
抜
い

て
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ガ
ス
が
抜
け
た
ラ
イ
タ
ー
は

ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
等
に
入
れ
「
危

険
物
」
と
表
示
し
記
名
を
し
て

か
ら
「
も
え
な
い
ご
み
の
日
」

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ガ
ス
抜
き
の
方
法

　
ラ
イ
タ
ー
の
着
火
レ
バ
ー
を

押
し
た
状
態
で
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー

プ
で
固
定
し
、
一
時
間
ほ
ど
そ

の
ま
ま
放
置
す
る
と
ガ
ス
が
抜

け
ま
す
。（
必
ず
屋
外
の
換
気

の
良
い
場
所
で
、
火
の
気
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。）

お
問
い
合
わ
せ

市
民
環
境
課
生
活
環
境
係
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「
使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー
」
の
処
分
は
適
切
に


